
郡上（県） －

標準的使用と同じ

一般住宅を中心に農
地も見られる区画整
然とした住宅地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 100 50 50 低層住宅地

-

(都)２中専
(60,200)

アベノミクスによる低金利政策が功を奏し株高・円安基調が景気
好転を促進。労働分配率の向上が今後の経済を左右しそうな気配
である。

山間の観光地で市街地の平坦地が少ないことから元来「ない高」
を形成。古い町並みを残す旧市街地で土地取引が活性化しつつあ
る。

特にない。

賃貸マンション等が混在するものの自用地の取引が中心であり、比準価格を標準に、中心市街地における不動産市況の変化
、前年度価格からの変動率等を考慮の上、鑑定評価額を上記のとおり調整決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

新興の住宅地として今後も緩やかに土地利用が熟成していくものと予測する。地価については、２年連続で下落幅が縮小。
中心市街地では高額事例が現れ始めており、当地区へも波及する可能性がある。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 52,600円／㎡

公示価格 円／㎡
標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①
標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政

その他

⑦
内
訳

郡上八幡駅
北東 3.1km

郡上八幡
3.1km

(8)

北6m市道

(都)２中専
(60,200)

（その他）　　　　

特になし 基準方位、北６ｍ
市道

　要因の
　比較

　因の比
　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号 提出先1 岐阜県 所属

分科会名 中分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)
基
準
地

①所在及び地番並びに
　「住居表示」等

③形状

②地積
（㎡）

264
( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況
処理施
設状況

⑧主要な交通施設との
　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 25.0 ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

50,600 円／㎡

28,600 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の
個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格
円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.8％ ％

］
［ ］ ［ ］

［ ］100
100

100
100

　修 正

別記様式第６
鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 18日　提出

宅地-1

郡上市八幡町小野６丁目５番２６

ない

不動産鑑定士氏名

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

50,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

郡上 -

地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

-4.5
+0.3
-12.0
0.0
-8.0

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政

その他

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の
　比較

　因の比
　較

前年指定基準地の価格
40,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

77.5 ］
95.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100
100

100
100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 2日 正常価格

平成 25年 7月 11日平成 25年 7月 1日

13,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 50,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価 倍率種別

(6)市場の特性 本来的な同一需給圏を旧市街地外縁の新興住宅地域と判定したが、事例の稀少性により旧市街地を含めて事例を収集・選択
した。需要者は、地縁性のある当市居住者が中心で、市外からの転入者は散見される程度。地場産業の不振等により景気低
迷が続いてきたが、旧市街地を中心に売り希望物件が動き始めている。旧市街地で坪２０万円台後半～３０万円台前半の高
額取引が散発しているが、所在地については坪１６～１７万円前後。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

郡上（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

寺村　建一郎



郡上（県） －

標準的使用と同じ

一般住宅が主体で、
店舗等が介在する普
通住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 30 100 100 低層住宅地

-

(都)１中専
(60,180)

アベノミクスによる低金利政策が功を奏し株高・円安基調が景気
好転を促進。労働分配率の向上が今後の経済を左右しそうな気配
である。

旧八幡町中心市街地周辺の既成住宅地であり、特に変化は見られ
ない。

特にない。

市場において発生する取引は、自己居住目的のものが大半であり、所在地の地域性を鑑みるに、共同住宅の新築想定はやや
現実性がない。したがって、比準価格のみの適用にとどめ、郡上（県）－１との均衡も考慮の上、鑑定評価額を上記のとお
り調整決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

土地利用が安定した既成住宅地域である。旧市街地の古い町並みで土地取引が活性化してきたが、所在地は山際に近いこと
から相対的に市場性が弱く、今後も弱い含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 40,600円／㎡

公示価格 円／㎡
標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①
標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政

その他

⑦
内
訳

郡上八幡駅
北 2.7km

郡上八幡
2.7km

(8)

北東4.5m市道

(都)１中専
(60,200)

（その他）　　　　
(60,180)

特記すべき事項はない 基準方位、北４．
５ｍ市道

　要因の
　比較

　因の比
　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号 提出先2 岐阜県 所属

分科会名 中分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)
基
準
地

①所在及び地番並びに
　「住居表示」等

③形状

②地積
（㎡）

168
( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況
処理施
設状況

⑧主要な交通施設との
　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 12.0 ｍ、　規模 170  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

38,800 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の
個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格
円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-4.4％ ％

］
［ ］ ［ ］

［ ］100
100

100
100

　修 正

別記様式第６
鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 18日　提出

宅地-1

郡上市八幡町中坪３丁目１番４

ない

不動産鑑定士氏名

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の
　比較

　因の比
　較

前年指定基準地の価格
円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］
［ ］ ［ ］

［ ］100
100

100
100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 2日 正常価格

平成 25年 7月 11日平成 25年 7月 1日

6,520,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 38,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価 倍率種別

(6)市場の特性 旧八幡町中心市街地周辺の既成住宅地域等からなる同一需給圏を判定した。主たる需要者は、地縁性のある市内居住者と思
料する。土地利用は概ね熟成しているが、山裾に位置することから相対的に市場性が低位で、地勢条件の悪い取引も多く、
平坦地の中心価格帯をつかみづらい。古い町並みで売り希望物件が動き出す等土地取引が活性化し始めたが、市場性の低い
所在地については実需を見出しづらい状況下にある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

郡上（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

寺村　建一郎
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郡上（県） －

標準的使用と同じ

一般住宅、農家住宅
を主体とする住宅地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 100 50 100 低層住宅地

-

都計外

景況はアベノミクスにより明るい兆しがあるも未だ判然としない
。当市の取引件数・新設住宅戸数とも増減をくり返している。

特筆すべき変動要因は見当たらず、取引は依然低調で静態的に推
移している。

個別的な変動要因はない。

近隣地域は一般住宅・旧来住宅が見られる農家集落に近似する住宅地域。付近ではアパート等の賃貸物件が見当たらず、土
地の収益性追求より専ら市場価格を重視して取引されるのが殆どである。本件では賃貸市場が未成熟なことを考慮して、収
益還元法は非適用とした。以上検討の結果、本件では実際の成約事例から試算した比準価格を採用して、前年価格からの変
動状況など諸要因の検討も踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

一般住宅と農家住宅が見られる住宅地域で、現状では特筆すべき変動要因が見当たらず、当分の間は現況推移するものと予
測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 9,550円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

長良川鉄道北濃駅
北東 4km

北濃
4km

(8)

西4m市道

都計外

（その他）　　　　

特にない 基準方位北　　　
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号

提出先4 岐阜県 所属
分科会名

岐阜中 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

327

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

18.0  ｍ、　奥行　約 18.0 ｍ、　規模 350  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

9,220 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.5％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 18日　提出

宅地-1

郡上市高鷲町鮎立字寺田筬２８１５番１外

0.0方位

不動産鑑定士氏名

　補正

台形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 5日 正常価格

平成 25年 7月 12日平成 25年 7月 1日

3,010,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 9,220 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は当市高鷲町など旧来からの住宅地域。主な需要者は圏内居住者及び圏内に地縁を有する者で、圏外からの転入
者は少ない。高鷲地区の住宅市場は、ひるがの高原や明野高原等の別荘地と、地元住民が取引対象とする旧来住宅地に分け
られる。前者は潤沢な山林等の素地を開発して各所に別荘地が分譲されているが、市況は供給＞需要で弱含み。後者は散発
的で地縁性が関係して個別事情が介在しやすいため、取引価格はまちまちで明確な市場が見出しづらい。

継続

①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

郡上（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中園  真一



郡上（県） －

低層住宅地

農地の中に一般住宅
のほか営業所等が散
在する県道沿いの住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 70 70 90 低層住宅地

-

都計外

当市の人口は減少傾向が強く、高齢化率も高い。アベノミクス効
果の浸透度は薄いとみる。但し、旧町村間で動きに強弱がある。

目立った動きは見られない。

個別的要因に変動はない。

当旧町自体が山間部の町であること等から賃貸アパートは少ないが、賃貸想定を行い収益価格も試算した。しかしながら、
土地に対する投下資本の回収ができるまでの賃料水準の設定は困難で、経済的合理性を求めることは無理と言い得る。また
、地域では土地は自用目的の取引が中心で、収益物件の取引は皆無に近い。従って本件は、現実の市場性を反映し、納得性
に優れる比準価格を重視し、収益価格を参考にし、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

東海北陸自動車道ぎふ大和ＩＣの北方近接に位置する。白鳥ＩＣ～飛騨清見ＩＣ間の４車線化は２０１８年度を目指してお
り、これの進捗に伴い、利便性が増大し、相応の経済効果が将来的に期待される位置関係にある。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 17,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

山田駅
北西方 1.1km

山田
1.1km

(8)

西11m県道

都計外

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、１１
ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号

提出先5 岐阜県 所属
分科会名

中分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

587

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

17.0  ｍ、　奥行　約 35.0 ｍ、　規模 600  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

17,400 円／㎡

9,070 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.7％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 18日　提出

宅地-1

郡上市大和町島字杉ヶ瀬５１９８番１

0.0

0.0

形状

方位

不動産鑑定士氏名

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 3日 正常価格

平成 25年 7月 14日平成 25年 7月 1日

10,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 17,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、旧大和町の住宅地域が中心と判定する。需要者の中心は旧大和町圏域に居住する勤労者、買い替え需要者が
主体で、幹線道路沿いに位置することから地縁性を有する個人事業主の転入がみられる。平坦部、諸利便施設との接近性に
恵まれていること等から、潜在的な住宅地需要は堅実、安定と推考する。地価は当市の地域展開等を反映して弱含み持続の
動きであるが、緩和傾向とみる。取引の中心価格帯は土地で１千万円前後と判定する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

郡上（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

寺崎博男



郡上（県） －

標準的使用と同じ

国道の背後に一般住
宅及び農家住宅等が
混在する地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 100 0 50 農家住宅地

-

都計外

県下、市町村合併により行政機能が簡素化した旧村落では人口減
少が加速しており、限界集落化が危惧される。

合併以降、行政機能の簡素化等に伴い衰退が加速。和良地区につ
いては、ここ１０年の人口減少率は累計で▲１７％に及ぶ。

特にない。

標準画地規模の広い戸建住宅を中心とした集落地域である。比準価格は実際の取引事例の価格を比較検討した実証的な価格
である。一方、地理的位置により賃貸借市場が未成熟であるため、収益還元法の適用は非現実的と判断した。以上、当地域
では自己使用目的での取引が中心であるため、明宝・八幡地区より事例を補完した比準価格を標準とし、市内他地域との比
較で土地取引量、人口減少率を比較勘案の上、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

人口の減少、高齢化が加速しており、市場全体が縮小傾向にあるなか地価は弱含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 5,840円／㎡

公示価格 円／㎡
標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①
標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政

その他

⑦
内
訳

飛騨金山駅
北西 19km

飛騨金山
19km

(8)

南西3.4m市道､
北西側道

都計外

（その他）　　　　

特にない。 基準方位北、　３
．４ｍ市道

　要因の
　比較

　因の比
　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号 提出先6 岐阜県 所属

分科会名 中分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)
基
準
地

①所在及び地番並びに
　「住居表示」等

③形状

②地積
（㎡）

480
( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況
処理施
設状況

⑧主要な交通施設との
　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 25.0 ｍ、　規模 500  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

5,550 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の
個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格
円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-5.0％ ％

］
［ ］ ［ ］

［ ］100
100

100
100

　修 正

別記様式第６
鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 18日　提出

宅地-1

郡上市和良町沢字南沢田７９７番１外

+2.0角地

不動産鑑定士氏名

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の
　比較

　因の比
　較

前年指定基準地の価格
円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］
［ ］ ［ ］

［ ］100
100

100
100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 2日 正常価格

平成 25年 7月 11日平成 25年 7月 1日

2,660,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 5,550 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価 倍率種別

(6)市場の特性 元来の同一需給圏は旧和良村地内であるが、事例の稀少性により明宝地区、八幡町外縁からの事例を補完した。主たる需要
者は和良町内に地縁性があるもの相互の取引であり、地区外からの転入者は極めて少ない。人口の過疎化、高齢化が進行し
、地域経済も低迷しており、２年程度遡っても民間の宅地取引は数少ない。中心価格帯を見出しづらい状況が続いている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

郡上（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

寺村　建一郎



郡上（県） －

標準的使用と同じ

一般住宅を中心とし
た既成住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 100 200 60 低層住宅地

-

都計外

アベノミクスによる低金利政策が功を奏し株高・円安基調が景気
好転を促進。労働分配率の向上が今後の経済を左右しそうな気配
である。

地域要因に特段の変動要因は認められないが、ここ２年間はそれ
以前と比較すると土地取引が増加している。

特にない。

賃貸市場は熟成していない。自用目的の取引が中心的であるため比準価格を標準に周辺の他の基準地価格等の動向、人口の
推移、取引価格の推移等勘案の上、鑑定評価額を上記の如く調整決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

圏域中心に近い既成の農家集落地域として熟成している。今後も現状を維持しつつ静態的に推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 14,600円／㎡

公示価格 円／㎡
標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①
標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政

その他

⑦
内
訳

美並苅安駅
南東 600m

美並苅安
600m

(8)

西4.6m市道

都計外

（その他）　　　　

特記すべき事項はない 基準方位北　　４
．６ｍ市道

　要因の
　比較

　因の比
　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号 提出先7 岐阜県 所属

分科会名 中分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)
基
準
地

①所在及び地番並びに
　「住居表示」等

③形状

②地積
（㎡）

542
( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況
処理施
設状況

⑧主要な交通施設との
　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 25.0 ｍ、　規模 500  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

14,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の
個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格
円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.1％ ％

］
［ ］ ［ ］

［ ］100
100

100
100

　修 正

別記様式第６
鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 18日　提出

宅地-1

郡上市美並町白山字町並１１４９番外

0.0方位

不動産鑑定士氏名

　補正

ほぼ整形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の
　比較

　因の比
　較

前年指定基準地の価格
円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］
［ ］ ［ ］

［ ］100
100

100
100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 2日 正常価格

平成 25年 7月 11日平成 25年 7月 1日

7,750,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 14,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価 倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏を旧美並村地内の状況類似住宅地域等と判定した。市外からの入流需要は少なく、地縁性のある土地取引が中心
。郡上郡内広域合併以後も特に目立った変化は見られず安定的に推移しているが、都心選好の動きから人口減少率は比較的
高い。農用地割合が高く土地取引量は低位にて推移してきたが、近年やや土地取引が増加。一部割高感の認められる事例も
現れ始めている。中心価格帯の把握は困難であるが住宅地利用であれば坪４～５万円程度と推定される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

郡上（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

寺村　建一郎



郡上（県） －

標準的使用と同じ

中規模農家住宅のほ
か一般住宅等が見ら
れる既成の住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 50 100 農家住宅地

-

都計外

県下、市町村合併により行政機能が簡素化した旧村落では人口減
少が加速しており、限界集落化が危惧される。

畑佐地区より和良方面と連絡する「明宝トンネル」が平成２４年
８月開通。

特にない。

近隣地域は戸建住宅を中心とした既成住宅地域だる。比準価格は実際の取引事例の価格を比較検討した実証的な価格であり
、隣接八幡町等から事例の量的補完に努めた。他方、賃貸借市場が未成熟であるため、収益還元法の適用は現実性を欠く。
以上、当地域では自己使用目的での取引が中心であるため、居住の利便性、快適性を重視する観点から比準価格を標準とし
、人口減少の加速状況、他の山村集落地域の価格動向等も踏まえ鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

和良町同様、人口の減少・高齢化が進行。取引事例も散発する程度。市場全体が縮小傾向にあるなか地価は弱含みで推移す
るものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 6,140円／㎡

公示価格 円／㎡
標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①
標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政

その他

⑦
内
訳

長良川鉄道郡上八幡駅
北東 19km

長良川鉄道郡上八幡
19km

(8)

南東5.5m市道､
南西側道

都計外

（その他）　　　　

特になし。 基準方位北、　５
．５ｍ市道

　要因の
　比較

　因の比
　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号 提出先8 岐阜県 所属

分科会名 中分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)
基
準
地

①所在及び地番並びに
　「住居表示」等

③形状

②地積
（㎡）

639
( )

⑨法令上の規制等

不整形
1:1.2

⑥接面道路の状況
処理施
設状況

⑧主要な交通施設との
　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

23.0  ｍ、　奥行　約 27.0 ｍ、　規模 620  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

5,840 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の
個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格
円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-4.9％ ％

］
［ ］ ［ ］

［ ］100
100

100
100

　修 正

別記様式第６
鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 18日　提出

宅地-1

郡上市明宝畑佐字下タ上ミ切３０９番９外

+1.0
-1.0

角地
不整形

不動産鑑定士氏名

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路
交通
環境
行政
その他

標
準
化
補
正

街路
交通
環境
画地
行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の
　比較

　因の比
　較

前年指定基準地の価格
円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］
［ ］ ［ ］

［ ］100
100

100
100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 2日 正常価格

平成 25年 7月 11日平成 25年 7月 1日

3,730,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 5,840 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価 倍率種別

(6)市場の特性 旧明宝町内を中心に、隣接する八幡町、和良町の状況類似集落地域からなる同一需給圏を判定した。主たる需要者は、明宝
町に地縁性のある近傍既存の居住層であり、別荘地利用を除いては地区外からのエンドユーザーの需要は皆無に近い。和良
町との対比では比較的取引事例があるものの対象基準地と地価水準の均衡する集落中心部付近の取引事例に乏しく、中心価
格帯は見出しづらい。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

郡上（県） 8－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

寺村　建一郎



郡上（県） －

低層住宅地

一般住宅のほか農地
等も介在する新興住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北150 150 70 160 低層住宅地

-

都計外

当市も景気回復の実感に乏しく、個人所得の増加には至っていな
い。これを反映して、住宅関連土地の需要度、価格は弱含み持続
である。

堅実的な地域展開と見る。

個別的要因に変動はない。

山間部の準中核的な町で、賃貸アパートは見られるが、数は少ない。一応賃貸想定を行い収益価格も試算した。しかしなが
ら、土地に対する投下資本の回収ができるまでの賃料水準の設定は困難で、賃貸市場の形成には至っていない。また、その
地理的位置等から土地は自己利用目的の取引が中心で、収益物件の取引は皆無に近い。従って、本件は、市場実証性に優れ
る比準価格を標準とし、収益価格を参考に留め、鑑定評価額を表記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当旧町の中心市街地の南方で、やや距離を有する。しかし、東海北陸自動車道白鳥ＩＣと近接であること等から、漸次その
熟成を深めていく新興住宅地域と予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 20,200円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

大島駅
北東方 500m

大島
500m

(8)

北東4m市道

都計外

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、４ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号

提出先9 岐阜県 所属
分科会名

中分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

231

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

20,000 円／㎡

7,830 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.0％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 18日　提出

宅地-1

郡上市白鳥町為真字小向イ１７３５番４

0.0方位

不動産鑑定士氏名

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 3日 正常価格

平成 25年 7月 14日平成 25年 7月 1日

4,620,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 20,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、直接的には当市白鳥町内の住宅地域で、他に、特に価格牽連性が強い地域は隣接当市大和町北部の住宅地域
がその圏域として把握する。新興の住宅地域で、需要者は、白鳥町・大和町等に居住する個人需要層が、また一部に開発素
地を求める不動産分譲業者等もその対象になる。土地については４００万円前後、戸建住宅については２，０００万円前後
が需要の中心と推察する。諸施設への接近性に難はなく、底堅い地価を堅持している地域の一つとみる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

郡上（県） 9－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

寺崎博男



����� �

��	
���

���������
��������

������	
 	�� 	� 	�� ! "!! #!  ! $%��&�'(�

 

�

)*+��
),!-.!!+

/01234��5�6789:;<=>?@AB

CD���EF�?GHA����IJKLM:NNOP?QR
STAB

U?QTB

VW��:X��������QRSGY5��Z�[>H�\]E^�_`�ab:c�S$TBdRS5LM�efg
hijkl	mno�pTq�6rg��?st6rguvwH5xy������z{g|}~���6�g����G
Y��j�B

�

�

���'(
��

��7��jSP�jS���CD�������_`j�������@AB��dY�����Y����1234?
@Y5������NN12jSTAB

����������

����������
��

������� �

!�"#$%

!&'�#$%

!()�#$%

*
+
�
,
#
$
�

-
.
�
�

/
�
0
1

�-.2

34��*+ "!.-!!!567

89*+ 567

���:; �

<=

>?��� ���

8
9
*
+
@

=
�
A
B
C

*
+

"!#-!!!

DEFG��
���=�*+

H567I

J

���:;

�� "

>?��� ���

 

�
"
#
$

KL

MN

OP

QR

S�T

!�!

 "�¡

 ",�!

!�!

!�!

�
�
U
V
W

KL

MN

OP

��

QR

S�T

!�!

!�!

!�!

!�!

!�!

!�!

X
Y
Z

��CD¢
£¤�"�¥¦§

��CD
"�¥¦§

H[I

£¨§E©

)*+��
),!-.!!+

�ª�«�����

U?QT ¬E©

\#$�

\]^

\$�]

\^

®©�
7®

�

_`\a

bc

=d

4�*efg

HhIijk���lm

HnI

Xop

G��
:;

qrs" ¯°� tu
vwxy

�±²³ z

HhI{m|*�}~ ��AB��{m|*

�\{m|*���m����#�

H�I

G
�
�

Jt����:���

\���?9��

���

���

�7g

#,.

H I

�bc��=d�

"´ � 

D���L���

���

���

��#�MN��A�

\�����

�
�
�
"

J ¡

��"�¢£

��"#$�
\¤¥¦§

¨�! �	�\¨Q\a .!�!�	�\=© #,! �7ª«�\��

¢¬

®

K

L

MN

��

H¯I{m|*°±�
����²�

³´µ]^b

¶·¸¹b

º*b

]�*+

¶·*+

�»*+

"! -!!! 567

¨,-µ!! 567

¶��� 567

H¼IEFG���

&'�#$

H½I¾»*+�e¿
���À0Á��{m
���|*���m�
�����

89*+

,#-¡!! 567

�Â�Ã ���U ��"# �&'�

4_ Ä4_ "�¡Å Å

,!�. Æ

¡¡�!� Æ "!!� Æ

"!!� Æ�ÇÇ

�ÇÇ

�ÇÇ

�ÇÇ

\È�W

'¬É±ÊË

{m|*Ì�Í, # ·_�# ��¨¸�",¹�º»

Î���

��ECD�¼�½�¾¿

QT

IJK��ÀÏy

\VW

ÁÂÃ

Ð
m
G
�
�

Ñ
/
�
0
1

DEFG��
���]�*+

H567I

J ÐmG��:;

�

�
"
#
$

KL

MN

OP

QR

S�T

�
�
U
V
W

KL

MN

OP

��

QR

S�T

X
Y
Z

HÒI

\#$�

\]^

\$�]

\^

34ÐmG���*+

567

�Â�Ã ���U ��"# �&'�

Æ

� Æ � Æ

� Æ�ÇÇ

�ÇÇ

�ÇÇ

�ÇÇ

\È�W \VW

E
F
G
�
�
�
3

4
�
�
*
+
�
Ñ

H�ÇI

Ó

Ä·_�# ��"¸Å

·_�# ��¨¸�"¹ WÔ*+

·_�# ��¨¸�"µ¹·_�# ��¨¸�"¹

#¡-!!!-!!!{m|*�

H�I*+ÂÃ

HnIÕ�efÖ

5 "!#-!!! 567×7ØCÙ�*+

H¼I{m|*Ö

H¯I*+�ÚÛ
LÜ*ÝÞÓ2

,¡-!!! 567

×\Gß�®

HàI
L
Ü
*

Ó2Ú'

HàIáâ�¢£ Æ�ÇÈ:CD�5ÉÊ�5ËÌ��Í_����B��[���:5Î��Æ�ÇÈÏ?�Ðo�@AÑÒZ�[�
ÉÓgÔÕ5ÈÖ�����[:×QTBV�ØÖ���ÙÚ5��ÛÜ�$ÝÞ�ÙÚQß����?làA��:kl
	?$T�5á��:��EN�â��[����QRS��ã?äg�åSGY5F��N©æ�çèéåê×gëàA
���@Y5��dY�����Y����1234?@Y5������NN12jSTAB

ãä
J��EFG���01

J�nG��åæN�Ã�>?����Aç(�
Ãgèéêâë�01

����� "� 

ìíb ìíb�îê*+ ¶��� 567

ìí�îï



郡上（県） －

低層店舗兼住宅

飲食店舗、小売店舗
等が多い国道沿いの
商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 30 200 200 低層店舗兼住宅

5

-

都計外

昨今の景況下、既成商業地は新規郊外大店舗等と過当競争となっ
ている。商業収益力の向上は苦しく、地価の下方圧力は解消して
いない。

安定的な用途性下、静態的な色彩である。

個別的要因に変動はない。

かつては当旧町の中心商業地を形成していたが、近年、旧役場の南側に大規模複合店舗施設が開設され、その位置を譲った
感が強い。現在では自用の店舗及び店舗兼住宅が中心であり、賃貸物件は後継者難から閉鎖した店舗を賃貸するケ－スや一
部に見られるアパ－トに限定され、商業事業者向けの賃貸市場の形成度は低い。従って、比準価格を重視し、収益価格を関
連づけて、前年価格からの時系列にも充分考慮の上、上記の如く鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｓ３

近隣住民あるいは通行車輌等を顧客の対象とする路線商業地域として店舗利用がある程度熟成しており、地理的位置の優位
性あるいは旧八幡町圏域の商業地と比べた割安感により、相応の展開を予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 29,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

郡上大和駅
東方 280m

郡上大和
280m

(8)

北東17m国道

都計外

（その他）　　　　

特にない １７ｍ国道　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号

提出先2 岐阜県 所属
分科会名

中分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

669

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 30.0 ｍ、　規模 600  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

29,100 円／㎡

14,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.0％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 18日　提出

宅地-1

郡上市大和町剣字中矢田２５４番１１外

ない

不動産鑑定士氏名

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 3日 正常価格

平成 25年 7月 14日平成 25年 7月 1日

19,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 29,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、旧大和町内の幹線道路沿いを主に、広く国道１５６号沿いの旧八幡、旧白鳥町地内の路線商業地域等をも含
む郡上市内と判断する。需要の中心は、地元資本の飲食店等から全国展開するコンビニエンスストアまで幅広く認められる
。昨今の利用の展開は安定的な状況で、現況程度で推移するものと思料する。近時の取引事例は乏しく、地域の中心となる
価格帯の把握は困難な情勢である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

郡上（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

寺崎博男



郡上（県） －

低層店舗兼住宅

小売店舗が建ち並ぶ
既成の商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 30 100 100 低層店舗兼住宅

5

-

都計外

当市の景況は改善傾向にあるも、実感に欠ける。その影響下、土
地取得意欲は回復せず、地価の下方圧力は解消していないと把握
する。

安定した様相下、特に変化は認められない。

個別的要因に変動はない。

地域は成熟した商業地で、従来からの小規模な自用の店舗が中心となっている。商業用事業者向けの賃貸物件は殆どなく、
収益性を十分に発揮し得る環境でないこと等から、収益価格は低位となった。また、採用した模範となる賃貸事例は旧八幡
町の事例も含み有用性等に不安が残る。従って本件は、市場価値を実際の取引行為の中で具現化した比準価格を重視し、収
益価格を参考に留め、更に広域的な価格バランスにも留意して、上記の如く鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｗ２

駅前から旧街道へ連なる古くからの商店街で、郊外店への顧客流出は避けられないが依然相応の集客力は維持している。北
東方部の道路整備と相俟って、地価は大きな落ち込みなく推移していものとみる。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 48,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

美濃白鳥駅
西方 200m

美濃白鳥
200m

(8)

東7.5m県道､
背面道

都計外

（その他）　　　　

古くからの商店街である。 ７．５ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号

提出先3 岐阜県 所属
分科会名

中分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

256

( )

⑨法令上の規制等

1:3.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 25.0 ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

47,100 円／㎡

17,700 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.9％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 18日　提出

宅地-1

郡上市白鳥町白鳥字下町９９５番１外

+2.0二方路

不動産鑑定士氏名

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 3日 正常価格

平成 25年 7月 14日平成 25年 7月 1日

12,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 47,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏の範囲は、白鳥町旧来からの商業地域を中心に、外縁部の幹線道路沿い等、郡上市一円の商業地域と認識する。
近年は住宅地機能に比重が移りつつあり、商業地需要は少ない状況と見る。需要者は、同一需給圏内に地縁的選好性のある
個人事業主や資本規模の小さい中小企業等である。景況等も相俟って、商業地域の色合いが濃くなる可能性は低いと推察す
る。取引の中心価格帯は、事例が少なく、あっても取引内容が複雑で把握困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

郡上（県） 3－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

寺崎博男
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郡上（県） －

工場

農地が多い中に中、
小工場が建つ工業地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北200 100 200 100 工場

9

-

都計外

当市の人口は減少傾向が強く、高齢化率も高い。アベノミクス効
果の浸透度は薄いとみる。但し、旧町村間で温度差があると認識
する。

工業地としては、相対的に安定した地域展開とみる。

個別的要因に変動はない。

本件の試算価格は比準価格のみである。大規模工場の賃貸市場を想定することが無理なため、収益価格を求めなかった。工
場地は、土地自体の収益性よりも生産コストに関連する購入価格を重視して取引されるのが通常である。賃貸市場が未成立
と言える。従って、本件では現実の経済行為である取引事例から求めた比準価格を標準とし、当市の工業経済情勢等を勘案
し、更にはマクロ的な工業地の地価水準にも留意して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

工場

東海北陸自動車道白鳥ＩＣ等と近く、工業立地条件にかなり恵まれている。長期的な地域展開は安定的、堅実的と予測する
。これを反映して、地価は大きな落ち込みがなく推移している。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 8,100円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

大島駅
南東方 720m

大島
720m

(8)

西7.5m市道､
四方路

都計外

（その他）　　　　

高台に位置する。 ７．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

基準地
番号

提出先1 岐阜県 所属
分科会名

中分科会 印

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

7,608

( )

⑨法令上の規制等

1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

110.0  ｍ、　奥行　約 70.0 ｍ、　規模 7,700  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

8,020 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.0％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６

鑑定評価書（平成 25 平成 25年 7月 18日　提出

宅地-1

郡上市白鳥町大島字中ノ棚２８７０番１外

+5.0四方路

不動産鑑定士氏名

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 25年 1月]

平成 25年 7月 3日 正常価格

平成 25年 7月 14日平成 25年 7月 1日

61,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 8,020 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.0

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏の範囲は、旧白鳥町を始めとする、奥美濃地方の工業様相地が主と把握する。需要者は製造メーカー等が広域的
に把握されるもので、東海北陸自動車道の全線開通を契機として、潜在的には堅実な需要推移をみせているものと思料する
。取引需要の中心価格帯は、８，０００円／㎡前後と判定する。当市全般的には、工業経済情勢は改善傾向と認識できるも
、実感に乏しいと言う中、当地域は相対的には堅実な部類と思料する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

郡上（県） 1－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

寺崎博男


